平成２２年度　天皇誕生日レセプション　水城大使スピーチ
今夜は、天皇陛下の第７７回目のお誕生をお迎えになられたことをお祝いするという、私たち日本人にとって特別な機会に御越し下さり、心よりの感謝をいたします。私は９月末にパナマに大使として妻と赴任してきて、今回が初めての天皇誕生日レセプションとなります。私は、在外赴任としてはこれまで、台湾、香港、NZ、ポーランド、そして前任地はベトナムのホーチミン総領事でした。今般中南米には初めての経験ですのでスペイン語はまだほとんどできませんが、前任地と同様、暖かい気候と温かい歓迎を受けており、こうしてここにお集まりいただいた皆様と一緒に今夜お祝いができることを嬉しく思います。
今年は日本の侍が初めてパナマ地峡を横断してから１５０年という記念すべき年でした。江戸幕府末期、日米修好通商条約の批准書交換のために徳川幕府から派遣された外国奉行、新見正興（しんみまさおき）遣米使節一行が日本を出発し、太平洋を航行して米国へ向かう途中、パナマに到着したのがちょうど１５０年前の１８６０年でした。その当時はまだパナマ運河はなかったので、１８５５年に開通したばかりの太平洋と大西洋を結ぶパナマ鉄道に乗って米国へ向かいました。二国間の外交関係樹立はそれから約５０年後の１９０４年、コロンビアからパナマが分離した年の翌年でした。それ以来、両国は日本がパナマの便宜置籍船制度利用では世界一、運河及びコロンフリーゾーンの主要なユーザーであることなど、地理的に離れているにもかかわらず、緊密な関係を維持発展しております。

本年１月に日本で開催したFEALAC外相会合にはバレーラ副大統領兼外務大臣にご出席いただき、岡田前外務大臣との会談をもっていただいた他、同外相会合の機会に開催した日・ＳＩＣＡ外相会合にもご出席いただきました。同会合では、我が国のＳＩＣＡ域外オブザーバー正式加盟と日本・中米経済交流促進ワーキングチームの設立について合意がなされ、今後も二国間の政治協力及び経済交流等を通じ、パナマと日本の関係がより一層強化されることを願っています。
また、今年一年の間に、アレマン運河庁長官、バジャリーノ経済財務大臣及びシャマー観光大臣、アリアス環境庁長官が日本を訪問されました。
来年はマルティネリ大統領の日本訪問が実現できますよう両国で努力して参りたいと思います。こうした活発な要人往来を通じて、二国間の良好な友好関係の維持・発展に尽力していく所存です。

日本の経済協力については、大型ではパナマ運河拡張計画にJBICを通じて８億ドルの融資を実施している他、パナマ湾浄化プロジェクトに対しては約２億３千万ドルのODAを行っております。この2つのプロジェクトについて、日本は最大のドナー国となっております。また、JICAを通じて現在４６名の日本人ボランティア及び専門家がパナマ各地で活躍している他、日本大使館が実施している迅速に実施が可能な草の根無償資金協力として、年10件弱の人道的支援もパナマ全国で行っております。厳しい国の予算状況の中でも我が国はパナマを含めた中南米に対して国際的責任を引き続きしっかりと果たしていく所存です。
一方、経済の分野では、世界不況をいち早くきりぬけ抜け、成長を回復させたパナマへの日本企業の進出や投資はまだ十分に回復しているとは申せない状況です。日本でも高い評価を受けているパナマ産コーヒーやシダなどパナマ産品の通商拡大とともに、都市インフラや環境などの面での日本の素晴らしい技術力を有する日本企業がパナマにも、もっと進出できますよう、今後とも日本とパナマ双方の努力により、貿易・投資環境の整備に一層努めたいと思います。金融面では、パナマ政府が来年１月に5億ドルのサムライ債を発行されますが、金融分野でのパナマと日本の関係が強化されるものとして心より歓迎いたします。
また、地球規模の課題について、生物多様性条約のCOP10が我が国で開催され、パナマからもアリアス環境庁長官に出席いただきました。同会議では、「遺伝子資源のアクセスと利益分配に関する名古屋議定書」が採択され、日本政府はこれに対し１０億円を支援いたします。
一方、気候変動問題について、我が国は温室効果ガス排出量を2020年までに1990年比で25％削減するという高い目標を自らに課す一方で、途上国に対する資金、技術面での支援を継続して参ります。パナマにおける気候変動問題への対応や、首都圏交通システムの導入など旺盛なインフラ整備、資源開発や金融・物流などサービスセクターの充実に、我が国の高い信頼性を持った技術力が貢献できるよう引き続き努力する所存です。
日本と中南米は地理的には遠いとはいえ、最近はパナマに於ける寿司やアニメ人気や日本におけるパナマのコーヒーの認知など、双方で関心が高まってきております。日本大使館としましては、相互理解を進めるために、文化面では３月にまず日本文化週間を行い、柔道、生け花のデモンストレーション、日本アニメ映画上映など日本の古い文化だけではなく新しい文化を紹介しました。また、パナマ大学の語学センターのＬＬ教室デジタル化の為の協力を行うべく、３月に文化無償のＥ／Ｎ署名を行いました。来年も、パナマの教育環境向上や、日本文化普及に努める所存です。早々の２月に開催予定の日本文化週間を皮切りに、日本文化をご紹介する行事を順次開催していきます。皆様のお越しをお待ちしています。
それでは、天皇皇后両陛下が今後もご健康に活躍され、またパナマと日本の友好・協力関係が更に深化すること、さらに、皆様ご家族のご幸福を祈って私の言葉と致します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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